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  令和７年３月28日 

                                                     香 川 県 教 育 委 員 会   

香川県教育委員会規則第18号 

   会計年度任用職員の給料に関する規則の一部を改正する規則 

 会計年度任用職員の給料に関する規則（令和元年香川県教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

 経歴 換算率   経歴 換算率  

 国、地方公共団

体、旧公共企業

体、政府関係機

関、外国政府又

は民間における

企業体、団体等

の職員等として

の在職期間 

職員としての職務にその経

験が直接役立つと認められ

る職務に従事した期間（常

時勤務に服する者として職

務に従事した期間又はこれ

に準ずる期間に限る。） 

10割   国家公務員、地

方公務員又は旧

公共企業体、政

府関係機関若し

くは外国政府の

職員としての在

職期間 

職員の職務とその種類が類

似する職務に従事した期間 

10割以下  

 その他の期間 10割以下   その他の期間 ８割以下（部内の他

の職員との権衡を著

しく失する場合は、

10割以下） 

 

      民間における企

業体、団体等の

職員としての在 

職員としての職務にその経

験が直接役立つと認められ

る職務に従事した期間 

８割以下  

      職期間 その他の期間 ２割５分以下（部内

の他の職員との権衡

を著しく失する場合

は、５割以下） 

 

 学校又は学校に準ずる教育機関における在学

期間（正規の修学年数内の期間に限る。） 

略   学校又は学校に準ずる教育機関における在学

期間（正規の修学年数内の期間に限る。） 

略  

 略    略   

  

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


